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実り多き２学期 ～充実した冬休みを！～

校長 清 水 忠 明

雪国に住まう楽しさと辛さを実感する季節がやってきましたが，「啓明っ子」は寒さを

もろともせず，元気に走り回り，笑顔がいっぱいです。

学校は，１年で一番長い８６日間の２学期を本日終えることができました。学習では，

自粛してきた校外での体験的な活動や講師を招いての活動の実施，子どもたちが主体的に

取り組む委員会活動では，休み時間を利用した楽しい活動を企画するなど，これまで取り

組めなかったことが普通にできる喜びを感じているところです。先日実施しました児童ア

ンケートでも「学校へ行くのが楽しいと思う」「授業の内容はよく分かる」「授業では課題

の解決に向けて自分で考え，自分で取り組んでいる」などの質問項目に，肯定的に回答し

た児童の割合が，昨年度を上回るなど，子どもたちが意欲的に学び自分の成長を実感でき

ていることがよく分かります。

さらに，学習発表会では，一人一人が自分の役割を表現する喜びとともに，クラスの仲

間とともに創りあげ表現する喜びを実感することができました。加えて，異学年の演目の

観覧では，演じる側としての表現とともに，観る側としての子どもたちの表現も素晴らし

いものでした。大きな拍手や手拍子，観覧後の感想カードのプレゼントなど，「演じる」「観

る」の双方を通して，表現することの楽しさや喜びを膨らませることができ，それぞれが

自己有用感を高めることができました。

本日，通知表はありませんが，今日までにそれぞれが２学期を振り返り，冬休みや３学

期に向けた目標を立てています。ご家庭でも２学期の頑張りと成長をお子さんと振り返っ

ていただき，「冬休み，〇〇をがんばるぞ」「3学期は～にチャレンジするぞ」など，子ど

もが主体的な気持ちになれるよう，保護者の皆様の声掛けや励ましをお願いいたします。

最後になりますが，保護者，地域の皆様には，今学期も本校の教育に対しまして，深い

ご理解と温かいご支援を賜りましたことに心より感謝申し上げます。

＊ 健康な冬休みをお過ごしください ＊
10月頃から全国的にインフルエンザが流行し始め，旭川市内の学校においても11月

から12月にかけて猛威を振るう状況となりました。本校においても5年生を除くすべて

の学年で閉鎖となり，12月中旬に予定した４・6年生の参観日を実施することができず

該当学年の保護者の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしました。一時のピークは過ぎた

ものの，今後も別のタイプのインフルエンザや新型コロナウィルスの感染拡大が心配さ

れます。冬休み，そしてまとめの3学期を充実するためにも，基本的な生活習慣である

「食べる・寝る・運動する」を定着させて免疫力を高めるとともに，ネットやゲームへ

の依存に注意するなど，自身の健康を考えながら生活できるようご家庭での支援をお願

いします。



年末・年始の感染予防について
年末年始，普段会わない方と会う機会も増える時期かと思います。これまで同様，基本的な感染

防止対策をしていただき健康管理にご留意願います。また，冬休み中に事故や大きな病気，児童本
人が，新型コロナウイルス感染症に感染した場合は，学校まで連絡をお願いします。
今年もインフルエンザをはじめとする感染症が心配な冬休みとなってしまいましたが，感染予防

に努められ，ご家族そろって安心・安全な年末・年始をお過ごしくださいませ。

【土日・祝日に緊急連絡が必要になった場合】
啓明小緊急メール【kinkyu@keimei.els.asahikawa-hkd.ed.jp】から連絡願います。
状況に応じて管理職や担任から折り返し連絡します。

【 １月・２月の主な行事予定 】
《 １月 》
１５日（月）３学期始業日（給食なし）

ＰＴA交通安全街頭指導
１８日（木）スキー学習（高）
２１日（日）開校記念日
２３日（火）スキー学習（中）
２４日（水）スクールカウンセラー相談室
２５日（木）スキー学習（高）
３０日（火）スキー学習（中）
《 ２月 》
１日（木）スキー学習（２年）

PTA交通安全街頭指導
７日（水）委員会
８日（木）新一年生入学説明会
１１日（日）建国記念の日
１２日（月）振替休日
１４日（水）スクールカウンセラー相談室
２１日（水）参観日（１・３・５年）
２２日（木）参観日（２・４・６年）

学校運営協議会
２３日（金）天皇誕生日
２９日（木）６年生ありがとう集会

旭川市教育委員会からのお知らせ

旭川市いじめ防止基本方針（改定案）に対する意見提出手続の実施について
旭川市では，いじめ防止対策推進法及び旭川市いじめ防止対策推進条例に基づく，いじめの防止等

のための対策を総合的かつ効果的に推進するため，「旭川市いじめ防止基本方針」の改定を検討して

います。

つきましては，「旭川市いじめ防止基本方針（改定案）」を作成しましたので，同改定案に対する

保護者の皆様のご意見，ご提言をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

○資料の配布場所

教育委員会学校教育部主幹付（１０条通１１丁目 子ども総合相談センター），市政情報コー

ナー（総合庁舎１階），各支所・公民館，旭川市ホームページ

○旭川市ホームページの該当ページＵＲＬ及び二次元コード

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/218/251/252/d078589.html

○意見提出手続入力フォームのＵＲＬ及び二次元コード

https://logoform.jp/f/RoJt7

○資料の配布・意見の提出期限

令和６年１月１０日（水）まで

子ども相談支援センター
相談窓口のおしらせ

いじめや不登校，性的マイノリティなどに

悩む子どもたちや保護者からの相談を受け付

けています。

・毎日24時間フリーダイヤル（無料）

・匿名でも大丈夫です。

・育児やしつけ等で悩む，保護者の方たちの

教育相談にも応じています。

【電話相談】

０１２０－３８８２－５６（無料,毎日24時間対応）

【メール相談】

sodan-center@hokkaido-c.ed.jp

※お急ぎの場合は電話相談をご利用下さい。

【来所相談】

子ども相談支援センター

札幌市中央区北３条西７丁目

道庁別館８階

※土日・祝日を除く１０～１６時

※上記の電話番号で予約案内しています


